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務
員
と
私
学
の
共
済
年
金
が
厚
生
年

金
に
統
合
化
さ
れ
た
。12
月
15
日
に

は
一
元
化
後
の
年
金
が
初
め
て
振
り
込
ま
れ

た
。こ
の
31
年
が
か
り
の「
被
用
者
年
金
一
元

化
」の
意
義
や
効
果
を
改
め
て
考
え
た
い
。

厚
生
年
金
に
よ
る

救
済
の
歩
み

　
「
1
9
9
5
年
を
目
途
に
公
的
年
金
制
度

全
体
の
一
元
化
」が
84（
昭
和
59
）年
、閣
議
で

決
定
さ
れ
た
。

　

そ
の
方
針
に
沿
っ
て
86
年
に
は
各
制
度
共

通
の
基
礎
年
金
が
創
設
さ
れ
た
。ど
の
制
度
で

も
老
後
の
基
本
的
な
生
計
費
で
あ
る
老
齢
基

礎
年
金
は
負
担
も
給
付
も
同
じ
、と
い
う
1
階

部
分
の
一
元
化
だ
っ
た
。

　

た
だ
し
、自
営
業
者
ら
の
国
民
年
金（
1
階

の
基
礎
年
金
の
み
の
制
度
）は
、農
林
水
産
業

の
衰
退
・
被
保
険
者
の
急
減
で
危
機
に
瀕
し
て

い
た
。全
制
度
で
基
礎
年
金
分
を
拠
出
す
る
国

民
年
金
の
救
済
策
で
も
あ
っ
た
。

　

97
年
に
は
、赤
字
と
人
員
削
減
の
悪
循
環
に

陥
っ
た
国
鉄（
後
の
J
R
）を
初
め
、た
ば
こ

（
J
T
）、電
信
電
話（
N
T
T
）の
旧
3
公
社
の

共
済
年
金
が
厚
生
年
金
に
統
合
さ
れ
た
。次
い

で
2
0
0
3
年
に
は
農
協
職
員
の
農
林
年
金

も
吸
収
さ
れ
た
。い
ず
れ
も
産
業
構
造
の
激
変

で
財
政
危
機
の
個
別
制
度
を
厚
生
年
金
が
救
っ

た
歩
み
で
あ
る
。

　

公
務
員
も
、定
数
削
減
な
ど
で
先
行
き
不
安

の
国
家
公
務
員
共
済
は
、地
方
公
務
員
共
済
と

の
間
で
04
年
に
財
政
単
位
が
一
元
化
さ
れ
た

（
保
険
料
率
の
段
階
的
な
統
一
や
財
政
調
整
）。

こ
れ
で
、当
面
の
安
定
を
得
ら
れ
た
の
だ
が
、

一
元
化
へ
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が

待
ち
受
け
て
い
た
。

年
金
へ
の
不
信
と

不
安
を
背
景
に

　

共
済
年
金
は
、基
礎
年
金（
1
階
）、報
酬
比

例（
2
階
）に
加
え
、職
域
年
金（
上
乗
せ
の
3

階
）を
も
つ
。遺
族
年
金
の
転
給（
例
え
ば
妻
の

死
亡
後
も
子
ら
へ
年
金
を
引
き
継
げ
る
）な
ど

の“
特
典
”も
あ
っ
た
。こ
れ
ら「
官
民
格
差
」へ

の
批
判
は
治
ま
ら
な
い
。07
年
に
は「
消
え
た

年
金
」と
呼
ば
れ
た
年
金
記
録
の
不
祥
事
が
発

覚
し
た
。

　

年
金
制
度
全
体
の
信
頼
を
取
り
戻
す
ほ
か

公
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旧・共済年金の被保険者数の推移見込み

注）総人口に占める公務員数、私学教職員数の比率を基に各組合で推計
（社会保障審議会・年金数理部会資料から抜粋）

 2015 年   2040 年   2050 年   2110 年  
国家公務員 104.2 万人 88 万人 79.6 万人 35.3 万人
地方公務員 281.8 万人 238 万人 215.2 万人 94.8 万人
私　　　学 52.2 万人 43.6 万人 38.8 万人 16.2 万人

な
い
状
況
が
改
革
を
後
押
し
し
た
。最
終
的
に
、

個
別
制
度
で
残
っ
た
国
家
公
務
員
、地
方
公
務

員
、私
学
が
厚
生
年
金
に
統
合
さ
れ
た
。た
だ

し
、共
済
組
合
は「
実
施
機
関
」と
さ
れ
、各
種

事
務
や
積
立
金
の
運
用
を
従
来
通
り
お
こ
な

う「
機
能
的
統
合
」で
あ
る
。

　

こ
れ
で
公
平
性
や
安
定
性
を
図
れ
た
か
。

　
「
公
平
性
」の
面
で
、最
難
問
は
保
険
料
率
の

統
一
だ
っ
た
が
、一
元
化
に
よ
っ
て
全
制
度
と

も
年
収
の
18
・
3
％（
労
使
折
半
）で
そ
ろ
う

（
実
現
は
厚
生
年
金
17
年
、公
務
員
18
年
、私
学

27
年
）。恩
給
時
代
の
残ざ

ん
し滓
と
も
い
え
る
職
域

年
金
、遺
族
年
金
の
転
給
な
ど
は
一
掃
さ
れ
た
。

た
だ
し
、企
業
年
金
に
見
合
う
新
3
階
部
分
が

設
け
ら
れ
た（
積
立
方
式
の「
年
金
払
い
退
職

給
付
」、掛
金
率
の
上
限
1
・
5
％
、半
分
は
有

期
年
金
、半
分
は
終
身
年
金
）。

母
集
団
の
拡
充
と

先
行
き
の
難
問

　
「
安
定
性
」の
面
で
は
ど
う
か
。被
保
険
者
数

は
一
気
に
約
4
4
0
万
人
も
増
え
、母
集
団

の
拡
大
は
財
政
基
盤
を
固
め
る
。

　

し
か
も
、3
共
済
と
も
に
比
較
的
高
い
賃
金

レ
ベ
ル
の
集
団
だ
。そ
の
個
々
人
の
報
酬
全
体

に
18
・
3
％
の
保
険
料
率
が
乗
じ
ら
れ
、一
元

化
後
の「
共
通
財
源
」へ
拠
出
さ
れ
、保
険
料
収

入
は
確
実
に
増
え
る
。

　

ま
た
、基
礎
年
金
を
ま
か
な
う
拠
出
金
は
各

制
度
の
被
保
険
者
数
で
割
り
振
ら
れ
、高
賃
金

の
制
度
の
負
担
は
少
な
く
済
ん
だ
。そ
れ
も
一

元
化
で
高
賃
金
の
旧
共
済
側
は
報
酬
比
例
部

分
で
よ
り
多
く
負
担
し
、こ
の
逆
進
性
も
解
消

さ
れ
る
。

　

3
共
済
は
保
有
す
る
積
立
金
の
う
ち
、厚
生

年
金
の「
積
立

比
率
」（
4
・
9

年
分
）に
相
当

す
る
金
額
を
共

通
財
源
へ
移
す

（
公
費
補
助
を

除
き
、
積
立
金

だ
け
で
何
年
分

の
給
付
が
可
能

か
、
を
示
す
指

標
）。

　

そ
の
移
管

分
の
積
立
金

は「
実
施
機
関
」

と
な
っ
た
共
済

組
合
で
運
用
さ

れ
る
。統
一
的
な
運
用
指
針
に
基
づ
く
も
の
の
、

よ
り
高
い
運
用
益
を
得
て
も
共
通
財
源
へ
組

み
入
れ
る
だ
け
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
て

る
の
か
ど
う
か
、疑
問
は
残
る
。

　

一
方
、共
済
側
は
何
を
得
る
の
か
。

　

少
子
化
が
続
く
な
ら
、公
務
員
の
年
金
制
度

は
、将
来
的
に
被
保
険
者
数
の
激
減
に
直
面
し

て
い
く
。総
人
口
と
公
務
員
数
と
の
比
率
で
将

来
の
被
保
険
者
を
推
計
す
る
と
、2
0
4
0

年
で
早
く
も
2
割
近
い
減
少
に
陥
る（
図
表
参

照
）。自
衛
官
も
警
察
官
も
消
え
て
い
く
よ
う

な
危
機
を
一
元
化
で
事
前
回
避
し
た
意
義
は

大
き
い
。

　

だ
が
、先
行
き
に
待
ち
構
え
る
の
も
、こ
の

雪
崩
を
打
つ
被
保
険
者
数
の
先
細
り
で
あ
る
。

同
時
に
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
給
付

抑
制
で
、将
来
的
に
厚
生
年
金
は
実
質
価
値
2

割
減
、国
民
年
金
は
同
3
割
減
と
推
定
さ
れ
る
。

「
合
併
」と
い
う
手
法
は
頂
点
に
達
し
、新
た
な

打
開
策
を
模
索
す
る
時
代
を
迎
え
た
。

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経

て
、財
団
法
人
・
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事
長
。厚
生
労
働

省「
社
会
保
障
審
議
会
」委
員
、財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。


